
一般運送契約（緑ナンバー自動車を運転手付き、燃料代込みで借りるとき）の場合

候補者 （以下 「甲」という。 ）と

（以下 「乙」 という。 )とは、選挙運動のため

１台

から までの 日間

円（税込み）。内訳　１日単価 円（税込み）× 日間

甲 候補者

住所

氏名 印

乙

住所

名称

氏名 印

（法人にあってはその代表者の氏名）

電話

（注）印紙税法別表第1第1号4の運送に関する契約書となり印紙が必要です。

鹿児島　太郎

鹿児島市谷山中央四丁目4927番地

株式会社　谷山交通

代表取締役　谷山　次郎

099-269-2111

　ただし、４のただし書に該当するときは、１日単価に返却までの日数を乗じて得た額とする。

６　請求及び支払
　　この契約に基づく契約金額については、乙は、鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙における
　選挙運動の公費負担に関する条例に基づき、鹿児島市に対し請求するものとし、甲は、これに必要
　な手続を遅滞なく行わなければならない。
　　なお、鹿児島市に請求する金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やか
　に支払うものとする。ただし、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合
　は、乙は鹿児島市には請求できない。

令和6年●月●日

鹿児島市議会議員選挙

鹿児島市山下町11番1号

　ただし、当該選挙が無投票となった場合は、使用期間を短縮することができる。

５　契約金額

451,500 64,500 7

３　台数

４　使用期間

令和6年4月7日 令和6年4月13日 7

株式会社　谷山交通

の自動車の運送ついて次のとおり契約を締結する。

１　使用目的
　　公職選挙法第１４１条に基づく選挙運動のため

２　自動車の車種及び登録番号（車両番号）

トヨタ　ノア　鹿児島501　わ　56-78

一般運送契約書

（緑ナンバー自動車を運転手付き、燃料代込みで借りるとき）

鹿児島市議会議員選挙 鹿児島　太郎

収入
印紙
200円

法人の場合代表者印

いわゆる丸印

割印

使用期間は、準備のため７日間を超えても構い

ませんが、限度額に係る日数は最大７日です

契約は、告示日以前

でもできます



一般運送契約以外の契約の場合

候補者 （以下 「甲」という。 ）と

（以下 「乙」 という。 )とは、選挙運動のため

１台

から までの 日間

円（税込み）。内訳　１日単価 円（税込み）× 日間

甲 候補者

住所

氏名 印

乙

住所

名称

氏名 印

（法人にあってはその代表者の氏名）

電話

（注）印紙は不要です。

令和6年4月13日 7

令和6年●月●日

　ただし、４のただし書に該当するときは、１日単価に返却までの日数を乗じて得た額とする。

６　使用上の義務等
　　甲は、本件自動車の借入れ・運行に当たっては、法令及び乙の定める約款に従うものとする。

7112,700 16,100

099-229-2111

自動車借入契約書

（レンタル等）

鹿児島市議会議員選挙 鹿児島　太郎

伊敷リース株式会社

の自動車の賃貸借について次のとおり契約を締結する。

１　使用目的
　　公職選挙法第１４１条に基づく選挙運動のため

２　自動車の車種及び登録番号（車両番号）

トヨタ　ノア　鹿児島501　わ　56-78

３　台数

４　借入期間

　ただし、当該選挙が無投票となった場合は、借入期間を短縮することができる。

５　契約金額

代表取締役　伊敷　三郎

令和6年4月7日

鹿児島市議会議員選挙

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島　太郎

鹿児島市伊敷五丁目15番1号

伊敷リース株式会社

７　請求及び支払い
　　この契約に基づく契約金額については、乙は、鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙における
　選挙運動の公費負担に関する条例に基づき、鹿児島市に対し請求するものとし、甲は、これに必要
　な手続を遅滞なく行わなければならない。
　　なお、鹿児島市に請求する金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やか
　に支払うものとする。ただし、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、
　乙は鹿児島市には請求できない。

使用期間は、準備のため７日間を超えても構い

ませんが、限度額に係る日数は最大７日です。

法人の場合代表者印

いわゆる丸印

契約は、告示日以前

でもできます



一般運送契約以外の契約の場合

候補者 （以下 「甲」という。 ）と

（以下 「乙」 という。 )とは、選挙運動のため

から までの 日間

(1) 所在地

(2) 名称

円（税込み）。内訳　１ℓ単価 円（税込み）×総供給量 ℓ以内

甲 候補者

住所

氏名 印

乙

住所

名称

氏名 印

（法人にあってはその代表者の氏名）

電話

（注）印紙は不要です。

吉野石油株式会社

代表取締役　吉野　四郎

自動車燃料供給契約書

170.00 317.0653,900

令和6年4月7日 令和6年4月13日 7

令和6年●月●日

鹿児島市吉野町3256番地3

鹿児島市議会議員選挙 鹿児島　太郎

吉野石油株式会社

の自動車の燃料供給ついて次のとおり契約を締結する。

１　供給する期間

２　供給する場所

鹿児島市●●町●●番●●号

吉野石油株式会社　●●給油所

３　供給を受ける自動車の車種及び登録番号（車両番号）

トヨタ　ノア　鹿児島501　わ　56-78

４　契約金額

鹿児島市議会議員選挙

099-244-7111

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島　太郎

５　請求及び支払い
　　この契約に基づく契約金額については、乙は、鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙における
　選挙運動の公費負担に関する条例に基づき、鹿児島市に対し請求するものとし、甲は、これに必要
　な手続を遅滞なく行わなければならない。
　　なお、鹿児島市に請求する金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やか
　に支払うものとする。ただし、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、
　乙は鹿児島市には請求できない。

１ℓ単価は、消費税、軽油取引税等込みの単価にしてください。

法人の場合代表者印

いわゆる丸印

契約は、告示日以前

でもできます

選挙運動期間内であること



一般運送契約以外の契約の場合

候補者 （以下 「甲」という。 ）と

（以下 「乙」 という。 )とは、選挙運動のため

から までの 日間

原則として毎日 時 分から 時 分まで

円（税込み）。内訳　１日単価 円（税込み）× 日間

甲 候補者

住所

氏名 印

乙

住所

名称

氏名 印

（法人にあってはその代表者の氏名）

電話

（注）印紙は不要です。

東桜島　五郎

令和6年4月7日 令和6年4月13日 7

令和6年●月●日

トヨタ　ノア　鹿児島501　わ　56-78

３　契約金額

099-221-2111

鹿児島市議会議員選挙

鹿児島市山下町11番1号

鹿児島　太郎

鹿児島市東桜島町863番地1

４　請求及び支払い
　　この契約に基づく契約金額については、乙は、鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙における
　選挙運動の公費負担に関する条例に基づき、鹿児島市に対し請求するものとし、甲は、これに必要
　な手続を遅滞なく行わなければならない。
　　なお、鹿児島市に請求する金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やか
　に支払うものとする。ただし、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、
　乙は鹿児島市には請求できない。

自動車運転手雇用契約書

　ただし、１のただし書に該当するときは、１日単価に運転した期間の日数を乗じて得た額とする。

787,500 12,500

鹿児島市議会議員選挙 鹿児島　太郎

東桜島　五郎

の自動車の運転手の雇用について次のとおり契約を締結する。

１　運転する期間

8 00 20 00

　ただし、当該選挙が無投票となった場合は、運転する期間を短縮することができる。

２　運転する自動車の車種及び登録番号（車両番号）

法人の場合代表者印

いわゆる丸印

契約は、告示日以前

でもできます

選挙運動期間内であること



選挙運動用ビラの作成

候補者 （以下 「甲」という。 ）と

（以下 「乙」 という。 )とは、選挙運動のため

枚

円（税込み）。内訳　１枚単価 円（税込み）× 枚

４　納入期限

甲 候補者

住所

氏名 印

乙

住所

名称

氏名 印

（法人にあってはその代表者の氏名）

電話

（注）印紙税法別表第1第2号の請負に関する契約書となり印紙が必要です。

鹿児島市郡山町1番地

郡山印刷株式会社

代表取締役　郡山　七男

099-294-9999

鹿児島　太郎

１　品名
　　公職選挙法第１４２条第１項第６号のビラ

２　枚数

4,100

３　契約金額

36,080 8.80 4,100

令和6年4月6日

５　請求及び支払
　　この契約に基づく契約金額については、乙は、鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙における
　選挙運動の公費負担に関する条例に基づき、鹿児島市に対し請求するものとし、甲は、これに必要
　な手続を遅滞なく行わなければならない。
　　なお、鹿児島市に請求する金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やか
　に支払うものとする。ただし、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、
　乙は鹿児島市には請求できない。

令和6年●月●日

鹿児島市議会議員選挙

鹿児島市山下町11番1号

のビラの作成について次のとおり契約を締結する。

収入
印紙
200円

ビラ作成契約書

鹿児島市議会議員選挙 鹿児島　太郎

郡山印刷株式会社

割印

実際に作成する枚数を記載します。

実際に作成する金額を記載します。

法人の場合代表者印

いわゆる丸印

契約は、告示日以前

でもできます



選挙運動用ポスターの作成

候補者 （以下 「甲」という。 ）と

（以下 「乙」 という。 )とは、選挙運動のため

枚

円（税込み）。内訳　１枚単価 円（税込み）× 枚

４　納入期限

甲 候補者

住所

氏名 印

乙

住所

名称

氏名 印

（法人にあってはその代表者の氏名）

電話

（注）印紙税法別表第1第2号の請負に関する契約書となり印紙が必要です。

鹿児島市本城町1696番地

有限会社　吉田印刷

代表取締役　吉田　六郎

099-294-2211

鹿児島　太郎

１　品名
　　公職選挙法第１４３条第１項第５号のポスター

２　枚数

800

３　契約金額

640,000 800.00 800

令和6年4月6日

５　請求及び支払
　　この契約に基づく契約金額については、乙は、鹿児島市議会議員及び鹿児島市長の選挙におけ
　る選挙運動の公費負担に関する条例に基づき、鹿児島市に対し請求するものとし、甲は、これに
　必要な手続を遅滞なく行わなければならない。
　　なお、鹿児島市に請求する金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速や
　かに支払うものとする。ただし、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場
　合は、乙は鹿児島市には請求できない。

令和6年●月●日

鹿児島市議会議員選挙

鹿児島市山下町11番1号

のポスターの作成について次のとおり契約を締結する。

収入
印紙
200円

ポスター作成契約書

鹿児島市議会議員選挙 鹿児島　太郎

有限会社　吉田印刷

割印

実際に作成する枚数を記載します。

実際に作成する金額を記載します。

法人の場合代表者

印いわゆる丸印

契約は、告示日以前

でもできます


